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第 133 号 

平成 30 年 1 月吉日 
顧問先各位 
＜ご一読推薦者＞ 初鹿会計事務所（認定経営革新等支援機関） 
 レ 経営者 〒400-0043 
 レ 経理担当者 山梨県甲府市国母 8 丁目 4 番 40 号 
 レ 従業員 ＴＥＬ 055-220-6885 
 ＦＡＸ 055-220-6887 
 ＵＲＬ http://www.hatsushika-kaikei.com/ 

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正 
 

平成30年より配偶者控除及び配偶者特別控除が下記のように改正されました。 

 配偶者の給与収入金額 
本人の給与収入金額 

1,120万円以下 
1,120万円超 
1,170万円以下 

1,170万円超 
1,220万円以下 

配偶者控除 
（老人控除対象配偶者) 

1,030,000円 以下 
38万円 

（48万円） 
26万円 

（32万円） 
13万円 

（16万円） 

配偶者特別控除 

1,030,000円 超 
1,500,000円 以下 

38万円 26万円 13万円 

1,500,000円 超 
1,550,000円 以下 

36万円 24万円 12万円 

1,550,000円 超 
1,600,000円 以下 

31万円 21万円 11万円 

1,600,000円 超 
1,667,999円 以下 

26万円 18万円 9万円 

1,667,999円 超 
1,751,999円 以下 

21万円 14万円 7万円 

1,751,999円 超 
1,831,999円 以下 

16万円 11万円 6万円 

1,831,999円 超 
1,903,999円 以下 

11万円 8万円 4万円 

1,903,999円 超 
1,971,999円 以下 

6万円 4万円 2万円 

1,971,999円 超 
2,015,999円 以下 

3万円 2万円 1万円 

2,015,999円 超 0円 0円 0円 

 

本人の所得金額に応じて、控除額が3段階に区分された上で、所得金額が1,000万円（給与収入1,220

万円）を超えると控除が受けられなくなりました。 

また、配偶者特別控除においては控除額が拡充され、配偶者の所得が85万円以下（給与収入150万

円以下）までは配偶者控除と同額の控除が受けられるようになりました。 

※上記表はすべて、所得が給与だけの場合の収入金額を記載しています。 
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これにより、配偶者を所得税の扶養に入れることができる給与収入の基準が、平成29年までの「103

万円の壁」から「150万円の壁」となりました。 

ただし、ここで注意が必要なのが社会保険の加入です。 

前述の配偶者が扶養に入ることができる基準は所得税においてのものです。社会保険の扶養基準は

別のものとなります。 

130 万円の壁、106 万円の壁 
 

 社会保険においては、従前より130万円の壁と言われる金額基準があります。これは、年間の給与

収入が130万円を超えると、配偶者の扶養には入れず、自身で社会保険に加入しなければならないと

いうものです。 

これに加えて、平成28年10月から106万円の壁というものができました。これは、以下の条件を全

て満たす場合には、130万円の壁同様に、社会保険の扶養に入れなくなるというものです。 

① 501人以上の従業員がいる企業 

② 給与収入が年間106万円以上 

③ 週20時間以上の勤務 

④ 勤務期間が1年以上 

 

税額の変化 
 

平成30年では平成29年と比べて、税金（所得税及び住民税）の額は以下のように増減します。 

配偶者の給与収入 
本人の給与収入金額 

500万円 1,150万円 1,200万円 2,400万円 

100万円 0円 ＋4万円 ＋9万円 ＋19万円 

105万円 0円 ＋4万円 ＋9万円 ＋19万円 

106万円の壁 

120万円 △3万円 △2万円 ＋2万円 ＋10万円 

130万円の壁 

140万円 △7万円 △7万円 △3万円 ＋2万円 

150万円の壁 

180万円 △3万円 △4万円 △2万円 0円 

210万円 0円 0円 0円 0円 

※上記表はあくまで目安です。実際には所得控除や扶養の状況等により金額は変わります。 
 

配偶者が、106万円の壁や130万円の壁により社会保険に加入することとなると、給与収入が120万

円、140万円のときはそれぞれ、年間約18万円、21万円の社会保険料を支払うこととなります。税金の

額が減っても手取りとしては世帯収入が減少し、実質的な負担増になることもあるため、注意が必要で

す。 


